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立川労働基準監督署

令和３年度 全国安全週間 1

７月１日（木）～７月７日（水）

６月１日（火）～ ６月30日（水）



立川労働基準監督署長

日頃より労働基準行政の推進につきましてご協力いただき厚くお礼申し上げます。

さて、当署では、2018年度を初年度とした第13次立川署労働災害防止計画を策定

し、死亡災害等の重篤な労働災害の撲滅と2017年と比較して休業４日以上の死傷者

数を５％以上減少させることを目標として取組を行っているところです。

当署管内における労働災害は、労使の皆様をはじめ、関係各位のご尽力により長期

的には着実に減少してきています。しかしながら、令和２年の休業４日以上の死傷者

数は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、前年に比べ増加となりました。また

高所からの墜落による死傷災害の発生、暑熱な環境における熱中症など、重大な災害

も発生しており、いまだ対策が必要とされる状況にあります。

当署における死傷災害７６８人のうち、７割近くの５３４人が小売業や飲食店、社

会福祉施設等の第三次産業に従事する方々でした。労働災害全体に占める第三次産業

の割合は年々増加し続けています。業種ごとの差はあるものの、第三次産業において

は、転倒、腰痛・捻挫の割合が高くなっています。

労働災害の増加には、様々な背景があるものと考えられます。経済の活性化、経験

豊富な現場管理者や技能労働者をはじめとする人手不足などもその一因と考えられま

す。

しかしながら、発生した死亡災害をはじめとする重大な労働災害を個別にみると、

基本的な安全管理の取組が徹底されていないことによるものが多数見られ、安全衛生

管理体制がおろそかになっている状況が懸念されます。

労働災害は本来あってはならないものであり、特に死亡災害を発生させないために

は、経営トップの強い意識のもと、不断の取組が必要です。

労働災害のない職場づくりを進めることは、人材を確保・養成し、企業活動を活性

化する上でも、大きなメリットをもたらします。

7月１日から７日までの全国安全週間を控え、準備期間である６月は、事業場の安

全について点検を行う良い機会でもあります。

事業者の皆様におかれましては、次頁の事項に特にご留意の上、死亡災害の未然防

止及び労働災害全体の減少に向け、労働安全及び衛生のための活動を行っていただき

ますよう要請いたします。

令和３年５月

職場における労働災害防止対策の推進について

記

田中宏治

、



労働災害を防止するため、以下の事項に取り組みましょう！

安全で衛生的な職場環境を実現するためには、企業内の体制を整備
する必要があります。この観点から、経営トップが方針を表明し、職場の
安全衛生に対する意識や取組をご確認ください。

労働災害を防止するには、企業の自主的活動が不可欠です。

このため、安全管理者などの法定の管理者を選任し、適切な職務を行
わせているか、活動実態はあるかなどをご確認ください。

また、第三次産業の一部業種など、安全管理者等を置くことが法的義
務となっていない事業場においても、安全衛生に関する担当者（安全推
進者）を置き、職場環境の改善や作業方法の改善、労働者への安全教
育や意識啓発の取組を行ってください。

職場の安全・衛生のための活動

■ 経営トップの意識が重要です！

■ 安全衛生管理体制は確立されていますか？

■ 職場内の危険を洗い出し、順次改善しましょう！

■ 労働者１人１人に対する意識啓発をお願いします

職場内での転倒や、移動中の交通事故など、労働者 １人１人 の安全意識が
重要となる労働災害の割合が増えてきています。

死亡災害などの重篤な災害を防ぐためには、労働者自身が危険性を事前に察知することも重要
なことです。

この観点から、労働者１人１人に対し、事業場内の設備や作業内容等に応じた安全衛生に関す
る教育、労働災害防止のための意識啓発の取組をお願いします。

機械設備や生産工程の多様化・複雑化に伴い、個々の事業場に応じ
た危険性の把握が一層重要となっています。

このため、職場内の危険性を調査し、必要な措置を講じること（リスク
アセスメント）は、事業者の責務とされています。 職場内の危険な場
所や作業内容を不断に確認し、危険性の高いものから順次改善を行っ
てください。

首都東京で働く人の労働災害を防ぎましょう！
東京労働局では、第13次労働災害防止計画に基づく取組を推進しています。

トップが打ち出す方針
みんなで共有
生み出す安全・安心

東京労働局・労働基準監督署
東京労働局HP

東京都内では、１年間に約40人の方が労働災害で亡くなっています。

■新型コロナウイルス感染症対策について十分ご留意をお願いします

職場での新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するための
チェックリストを活用頂き、事業場の実態に即した、実⾏可能な感染拡大防止
対策をお願いします。

⇦ チェックリストはこちら
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全産業における死傷者数の推移［全国］

6



▲ 25人

（ ▲ 11.6%）

▲ 369人

（ ▲ 1.7%）

+1412人

（+8.0%）

+3人

▲11人

▲14人

▲15人

▲5人

▲ 235人

▲ 206人

+6571人

▲1198人

労働災害発生状況（H30）確定版［全国］

7

+433人

+943人

（+3.1%）

+22人

（+21.2%）

+7人

（+4.5%）
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全国

全国

前年比

27,665人
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R2確定値
10570 ▷ 10645

（+0.7％）

R2確定値
47 ▷ 39

（▲17.02％）



業種別・死傷災害発生状況の推移（H23-R2）［東京］

事故の型別・死傷災害発生状況（H23-R2）［東京］
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令和３年労働災害発生状況（５月速報値）

※ 令和3年1月1日から
4月30日までに発生し
た労働災害について、
R3年5月7日までに報
告があったものを集計
したもの

令和３年事故の型別労働災害発生状況（５月速報値）

休業４日以上の死傷災害

出典：死亡災害報告
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転
倒
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ま
れ

・

巻
き

込
ま

れ

切
れ

こ
す
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交
通

事
故

（
道

路
）

動
作

の
反

動
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動

作
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5
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4
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4
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9
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業
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健
衛

生
業

接
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娯
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業
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畜
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そ
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他
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三
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産
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そ
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次
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5
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6
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0
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0
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0
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0
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0
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0
1

4
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1
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災
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痛
熱

中
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負
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痛
手

指
等

及
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頚
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振
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障
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酸
欠

化
学

物
質

病
原

体
に

よ
る

疾
病

が
ん

過
重

労
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疾
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そ
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他
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年
目
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目
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目
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値
→
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6
9
4

6
8
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件
件

4
月
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月
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目
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び

実
績

1
月

2
月
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月
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月
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月

7
月
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4
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績
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0
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績
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0

(6
1)

30
1

(7
9)

38
0

(8
0)

46
0

(6
3)

52
3

(6
6)

58
9

(6
9)

65
8

(6
9)

72
7

(6
4)

79
1

2
0
2
1

3
6
,
3
8
9

(
1
8
3
)
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1
1
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2%
0.

0%
22

.3
%

13
.7

%
0.

7%
58

.3
%

23
.7

%
20

.1
%

12
.2

%
10

.1
%

5.
8%

5.
8%

3.
6%

1.
4%

12
.9

%
1.

4%
1.

4%
0.

7%
10

0.
0%

（
注

１
）

（
注

２
）
デ

ー
タ
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働
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死
傷

病
報

告
に

よ
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死
亡

及
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休
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４
日
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災
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。
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値
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＊
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＊
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＊
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(0
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)
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0
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-
-
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-
-
 

1
0
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（
注

）
下

段
は

前
年

同
期

（
速

報
値

）

そ
の

他
（

鉱
業

、

農
林

業
、

畜
産

・

水
産

業
）

全
産

業

＊

そ
の

他

の
建

設

業

＊

道
路

貨

物
運

送

業

商
業

保
健

衛

生
業

接
客

娯

楽
業

清
掃

と

畜
業

そ
の

他

の
三

次

産
業

全
国

上
段

は
本

年
4
月

末
日

現
在

（
速

報
値

）

＊

ビ
ル

メ

ン
業

社
会

福

祉
施

設

全
業

種
中

の
割

合

立
川

東
京

(　
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死

亡

者
数

運
輸

交

通
業

貨
物

取

扱
業

木
造

家

屋
建

築

工
事

業

＊

小
売

業
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会

福

祉
施

設

＊

飲
食
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＊

ビ
ル

メ

ン
業

＊
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融
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融
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前
年

同
期

件
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運
輸

交

通
業

貨
物
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扱
業

第
三

次

産
業
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和

3
年

 
死

亡
災

害
発

生
状

況
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3
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2
0
2
1
)
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4
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末
日
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産
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鉱
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（
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値
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況
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Ⅰ 第1３次立川署労働災害防止計画

国は、2018年度（平成30年度）を初年度とし、2022年度（令和４年度）までに2017年（平成29年）比で労働災害による死亡

者数を15％以上減少、死傷者数（休業４日以上）を死傷年千人率で５％以上の減少を図ること等を目標とする「第13次労

働災害防止計画」を策定し、これを受けて東京労働局では、「第13次東京労働局労働災害防止計画」を策定した。これらを

踏まえ、立川労働基準監督署は、平成30年４月に、下記のとおり管内の状況等を踏まえた目標として「第１３次立川署労働

災害防止計画」（以下「立川署13次防」という。）を定め、労働災害防止対策を推進している。

１）死亡災害を２件以下にする（2022年まで15％以上減少させる）

２）休業４日以上の労働災害の減少

2022年（令和4年）の死傷者数を686（2020年は701）人以下にする（2017年と比べ2022年までに5％以上減少）

３）重点業種（製造業・建設業・陸上貨物運送事業・第三次産業）を設定し、あらゆる機会を通じて事業場に対する指

導、支援等の強化を図る。

【小目標】
① 労働災害を各々、製造業64人以下、建設業76人以下、陸上貨物運送事業を114人以下に減少させる（5％減少）

また、建設業及び熱中症による死亡災害を発生させない。
② 第三次産業の労働災害を減少させる。【396人以下（2022年までに死傷年千人率で5％以上減少させる）】
※ 第三次産業における重点業種【小売業、社会福祉施設、飲食店、ビルメンテナンス業（以下「重点4業種」という）】をそれ
ぞれ、小売業95人以下、社会福祉施設67人以下、飲食店35人以下、ビルメンテナンス業23人以下とする。

① 腰痛災害の減少を図る。【社会福祉67人、陸上貨物5人以下（5％減少）】
② ストレスチェックにかかる集団分析の活用割合の向上を図る。（60％以上）

立川署13次防（2018年4月～2023年3月）

第13次立川署労働災害防止計画
３年度目（２０２０）Report
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[図１] 休業４日以上の労働災害件数の推移 [図２] 事故の型別発生状況の推移

Ⅱ 立川署13次防3年度目（令和2年）における労働災害の状況と課題等
（１）令和２年の労働災害発生状況

令和２年の死傷者数は791人（確定値）と、目標である701人を上回り（+2.8％）、前年同期比3.0％増加（+23人）となった。
重点業種別では、製造業は全体では前年に引き続き減少（ただし、食料品製造業は増加）、建設業は大きく減少、陸上貨

物運送事業は横ばい、第三次産業は全体では大きく増加となった。製造業83人（▲3.5％）、建設業53人（▲31.2％）、陸上
貨物運送事業97人（±0％）、第三次産業｛（小売業139人（+11.9％）、社会福祉施設89人（▲18.3％）、飲食店42人（
▲16.0％）、ビルメンテナンス業24人（▲27.3％） ｝

死亡災害は、目標を達成したものの２名の尊い命が失われている。
事故の型別では「転倒」が最も多く200人と全体の25.3％を占め、前年は減少に転じていたが再び増加となっている。以

下、腰痛等に代表される「動作の反動、無理な動作」（127人、16.1％）、「墜落・転落」（79人、10.0％）、機械による発
生が多い「はさまれ・巻き込まれ」（58人、7.3％）、「交通事故（道路）」（54人、68.3％）等である。また、休業1月以上
の災害が全体の44％を占め、高い割合で重篤な災害が発生している。
「転倒」、「動作の反動、無理な動作」等の労働者の行動に起因する災害が、全体の4割を超えて発生しているため、

引き続き「STOP転倒災害プロジェクト」、「あんぜんプロジェクト」等の推進を通じ、危
険の見える化事例の周知を図るなどの取組が必要である。

立川労働基準監督署
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[図２]
転倒 動作の反動等
墜落・転落 はさまれ等
交通事故（道路） 切れ・こすれ
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製造業では各種機械の使用時において、指の切断、四肢の骨折等の重篤な災害
が発生しており、発生原因には、安全カバーを設けていないことや機械を止めずに
清掃を行うなど、機械の使用における安全対策の基本事項を怠ったことによって発
生したものが多いことから、安全装置等の定期点検や補修等を適切に実施し、加え
てリスクアセスメントによる予見危険性を適切に把握し、計画的な設備の改善等の管
理が必要である。
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1～3ヶ月

3～6ヶ月

死亡

１）死亡災害を２件以下にする（2022年まで15％以上減少させる）

２）休業４日以上の労働災害の減少

2022年（令和4年）の死傷者数を686（2020年は701）人以下にする（2017年と比べ2022年までに5％以上減少）

３）重点業種（製造業・建設業・陸上貨物運送事業・第三次産業）を設定し、あらゆる機会を通じて事業場に対する指

導、支援等の強化を図る。

【小目標】
① 労働災害を各々、製造業64人以下、建設業76人以下、陸上貨物運送事業を114人以下に減少させる（5％減少）

また、建設業及び熱中症による死亡災害を発生させない。
② 第三次産業の労働災害を減少させる。【396人以下（2022年までに死傷年千人率で5％以上減少させる）】
※ 第三次産業における重点業種【小売業、社会福祉施設、飲食店、ビルメンテナンス業（以下「3次産業重点4業種」という）】
をそれぞれ、小売業95人以下、社会福祉施設67人以下、飲食店35人以下、ビルメンテナンス業23人以下とする。

③ 腰痛災害の減少を図る。【社会福祉67人、陸上貨物5人以下（5％減少）】
④ ストレスチェックにかかる集団分析の活用割合の向上を図る。（60％以上）



全産業に占める労働災害発生件数の割合は10.5％
（83人）である（※図13）。 前年に比べ減少したが、

業種目標値とした65人以下を達成することはできなかった（※表1）。
事故の型別では、「転倒」が最も多い（20人、24.0％）が、機械・

設備に関わる「はさまれ・巻き込まれ」（12人、14.5％）と「切れこす
れ」（10人、12.0％）を合わせると転倒を上回る状況にある（※図４）。
また、機械・設備に関わる災害は、休業１月以上が44.6％と重篤
化傾向がみられる（※図5）。なお、製造業全体の発生件数の６割を
超える食料品製造業では、食料品加工用機械の安全カバーを外
して作業を行ったことにより、刃に接触して指を切断したものや稼
働中の機械で加工物が詰まるなどのトラブルが発生した時に、機
械を止めずに、手を機械に入れ、加工物を押し込むなどの作業を
行って巻き込まれるなどの災害が発生している。
機械・設備に関わる労働災害防止には、安全カバーを外さない、
トラブル発生時等には機械を確実に止めて対応するといった安全
対策の基本動作の徹底と「機械の包括的な安全管理にかかる指
針」、「機能安全による機械等に係る安全確保に係る技術上の指
針」及び日本産業規格（ＪＩＳ）などを参考に、機械等に係るリスクア
セスメントを実施し、これに基づく措置の確実な実施が肝要である。
また、災害件数が最も多い「転倒」については、前年比では減少

した（※図4）ものの、「床が濡れていた」、「通路上の台車や荷物に
つまずいた」など設備等の管理的要因によるものが多く発生して
いることから、適切な作業管理や作業環境管理を徹底することによ
る転倒災害防止対策が重要である。
起因物別では、就業する建物の通路や、作業場所等の「仮設物、

建築物、構築物等」における災害が最も多く(25.3％)、以下、「一般
動力機械（食品機械7人、プレス機械3人など）」（20.5％）、「動力運
搬機（フォークリフト4人など）」
（8.1％）等となっているが、その
他の機械や設備を合わせた動
力機械関係の災
害は、30.1％を占
める状況にある
（※図６）。

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 R02 R03 R04 13次防 前年
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 31  52  47  49  -  - 148 47 ＋2 4.3% ＋18 58.1% - - 6.2%
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 80  65  77  53  -  - 195 77 -24 -31.2% -27 -33.8% 78 -31.7% 6.7%
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 6  9  4  3  -  - 16 4 -1 -25.0% -3 -50.0% - - 0.4%

 723  791  768  791 -  - 2,350 768 ＋23 3.0% ＋68 9.4% 701 12.8% 100.0%
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全産業
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陸上貨物
12.3%97

（２）令和２年の重点業種ごとの労働災害発生状況等

[表１] 立川署１３次防期間中の業種別労働災害発生状況（労働者死傷病報告による。）
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製造業計 はさまれ等
転倒 動作の反動等
墜落・転落 切れ・こすれ
飛来・落下 その他
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[図６]

機械関係 仮設物、建築物、構築物等
一般動力機械 用具
荷 人力機械工具等
動力運搬機 金属加工用機械
上記以外
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[図10]
陸上貨物計 墜落・転落
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激突 その他
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[図９]

建設業計 仮設物、建築物、構築物等
用具 動力運搬機
建設機械等 木材加工用機械
環境等 人力機械工具等
上記以外

事故の型別では、前年比で大きく減少はしたものの「墜落・転落」

が最も多く（10人、18.9％） 、以下、「はさまれ等」、「切れ・こすれ」、

「飛来・落下」、「動作の反動等」、「転倒」等となっている（※図7）。

起因物別では、「仮設物、建築物、構築物等」において最も多く

（21人、18.9％）、以下、「用具」、「木材加工用機械」等となっている

（※図9）。組み立て解体中に安全な昇降設備や床を設けず、さら

に、墜落制止用器具を使用しないで作業していたことにより、足場、

脚立、屋根等から墜落や転落したことによる災害のほか、転倒、回

転する機械工具によるはさまれ、材料等の荷物を持ち上げた際の

腰痛などの災害が特徴的である。

工事種別では、建築工事業が建設業の75.5％、土木工事業が

同17.0％、その他、同7.5％である（※表１）。

建設業全体の災害は、休業1月以上が67.5％と重篤化傾向がみ

られ、また、熱中症による死亡災害も発生している（※図8）。

建設業

全産業に占める、労働災

害発生件数の割合は、

12.3％（97人）である（※図13）。 前年に比べ、増減なし（±0人）

で、業種目標値とした116人以下も達成した（※表1）。

事故の型別では、荷の取扱い中の腰痛等に代表される「動作の

反動・無理な動作」が最も多く（19人、19.6％）、前年比６割の増加

となっている。以下、トラックの荷台や建物の階段などからの「墜

落・転落」、段差、通路での「転倒」、ﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽﾊﾟﾚｯﾄや台車、ﾌｫｰ

ｸﾘﾌﾄやﾄﾗｯｸのﾃｰﾙｹﾞｰﾄに挟まれる「はさまれ等」である（※図10）。

当署管外事業者が荷の積込中、ﾄﾗｯｸが動き出し、トラックとプラッ

トフォームにはさまれ死亡に至る災害が管内で発生している。

起因物別では、「トラック」が原因で発生したものが最も多く（21人、

22％）、以下、台車等の「人力運搬機」、原因が人のみにある「起

因物なし」、通路・階段、熱中症などの「高温低温環境」によるもの

となっている。

これら災害は配送先や荷主の建物内の通路などで、荷の取扱

中に階段やトラックの荷台などから墜落・転落、転倒したことなどが

多いため、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイ

ドライン」に基づく「荷役作業を行う労働者の遵守事項」の整備、

「荷役運搬機械、荷役用具・設備による労働災害の防止対策」の

策定、「荷役作業の安全衛生教育」の実施、「陸運事業者と荷主

等との連絡調整」の実施が肝要である。

また、陸運事業者のみならず、荷主等が所有する建築物や設備

の整備等の必要な労働災害防止措置の推進が必要である。

陸上貨物運送事業全体の災害は、休業1月以上が54.6％と重篤

化傾向がみられる（図12）。
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全業種に占める労働災害発生件数の割合は6.7％

（53人）である（※図13）。前年に比べ大きく減少し、

当署の業種目標値とした78人以下を達成した（※表1）。
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全産業に占める労働災害発生件数の割
合は、67.5％（534人）である（※図13）。

前年に比べ57人増加（11.9％増）し、業種目標値とした404人以
下を達成することはできなかった（※表1）。
また、小売業において、顧客に対する講習会で商品の自動二輪
をデモ走行中に運転操作を誤り死亡に至る災害が発生している。

第三次産業のうち、3次産業重点4業種は、第三次産業の災害
全体の55.1％、全産業でも37.2％を占めている（※図14）。

3次産業重点4業種の事故の型別では、4業種いずれにおいて
も「転倒」の割合が高く、3次産業重点4業種の災害の3分の1を占
めているため、転倒災害防止対策が喫緊の課題である（※図16）。
「安全推進運動」を積極的に展開し、危険の見える化や、労働災
害防止にかかる安全意識の向上等、事業者及び労働者の意識
改革等のため安全衛生方針の表明等の対策が引き続き肝要で
ある。また、社会福祉施設に特徴がみられる「動作の反動等」も3
次産業重点４業種中に占める割合が18.0％と多く発生しているこ
とから、「職場における腰痛予防対策指針」等による労働者への
教育や作業方法等の作業管理の改善の取組が必要である。

3次産業重点４業種の起因物別では、建物の床、階段等の「仮
設物、建築物、構築物」が23.1％、脚立、はしご、台車、自転車、
工具、用具等を含めた「その他の装置等」が29.9％と多く
発生しており、これらで53.1％を占める（※図17）。
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建物内の転倒、荷の取扱いや介助中の腰痛等災
害が多いことから、「STOP転倒災害プロジェクト」、
「職場における腰痛予防対策指針」等による取組が
引き続き必要である。

（３）［図18］業種別職業性疾病発生状況

業種別の感染状況をみると、病院が最も
多く 28人（ 68％） 、次いで清掃業 8人
（19.5％）等で施設清掃時の濃厚接触による
り患である（※図19）。
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（４）業種別新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の状況

令和３年３月末現在、最も多く発生している職業性疾病は腰痛の70
人で職業性疾病全体の52.2％に及ぶ。その他、熱中症、病原体による
疾病等が発生している（※図18）。病原体よる疾病はそのほとんどは
新型コロナウイルス感染症によるものである。
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令和２年度 全国安全週間実施要綱

１ 趣旨
全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念の下、

「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定

着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で94回目を迎える。

この間、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきた。この努力により

労働災害は長期的には減少しており、令和２年の労働災害による死亡者数は３年連続で過去最

少となる見込みである。

一方、休業４日以上の労働災害による死傷者数は、高齢者の労働災害、転倒災害や「動作の

反動・無理な動作」による労働災害が年々増加していることに加え、新型コロナウイルス感染

症の罹患による労働災害の増加により、平成14年以降で最多となる見込みである。

このような状況において労働災害を減少させるためには、働く高齢者の増加等の就業構造の

変化や新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う社会情勢の変化等に対応し、将来を見据え

た持続可能な安全管理を継続して実施していく必要がある。

これにより、すべての働く方が安心して安全に働くことのできる職場の実現を目指すことを

決意して、令和３年度全国安全週間は、以下のスローガンの下で取り組む。

持続可能な安全管理 未来へつなぐ安全職場

２ 期間
７月１日から７月７日までとする。

なお、全国安全週間の実効を上げるため、６月１日から６月３０日までを準備期間とする。

３ 主唱者

厚生労働省、中央労働災害防止協会

４ 協賛者
建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業 労働災

害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会

５ 協力者

関係行政機関、地方公共団体、安全関係団体、労働組合、経営者団体

６ 実施者

各事業場

７ 主唱者、協賛者の実施事項
全国安全週間及び準備期間中に次の事項を実施する。実施にあたっては、マスク着用、手

指消毒、いわゆる「３つの密」を避けるようにする等、新型コロナウイルス感染症に対する

基本的な感染防止対策を徹底することはもとより、各自治体等の要請等に従う。
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７ 主唱者、協賛者の実施事項 続き
（１）安全広報資料等の作成、配布を行う。

（２）様々な広報媒体を通じて広報を行う。

（３）安全パトロール等を実施する。

（４）安全講習会、事業者間で意見交換・好事例の情報交換を行うﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等を開催する。

（５）安全衛生に係る表彰を行う。

（６）「国民安全の日」（７月１日）の行事に協力する。

（７）事業場の実施事項について指導援助する。

（８）その他「全国安全週間」にふさわしい行事等を行う。

８ 協力者への依頼
主唱者は、上記７の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼する。

９ 実施者の実施事項
安全文化を醸成するため、各事業場では、次の事項を実施する。実施にあたっては、マス

ク着用、手指消毒、いわゆる「３つの密」を避けるようにする等、新型コロナウイルス感染

症に対する基本的な感染防止対策を徹底することはもとより、各自治体等の要請や業界団体

が作成する「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」等に従う。

（１）全国安全週間及び準備期間中に実施する事項

① 安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び安

全意識の高揚

② 安全パトロールによる職場の総点検の実施

③ 安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホームペー

ジ等を通じた自社の安全活動等の社会への発信

④ 労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族の協力

の呼びかけ

⑤ 緊急時の措置に係る必要な訓練の実施

⑥ 「安全の日」の設定のほか全国安全週間及び準備期間にふさわしい行事の実施

（２）継続的に実施する事項

① 安全衛生活動の推進

ア 安全衛生管理体制の確立

（ア）年間を通じた安全衛生計画の策定、安全衛生規程及び安全作業マニュアルの整備

（イ）経営トップによる統括管理、安全管理者等の選任

（ウ）安全衛生委員会の設置及び労働者の参画を通じた活動の活性化

（エ）労働安全衛生マネジメントシステムの導入等によるＰＤＣＡサイクルの確立

イ 職業生活における安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施等

（ア）経営トップから第一線の現場労働者までの階層別の安全衛生教育の実施、特に、雇

入れ時教育の徹底及び未熟練労働者に対する教育の実施

（イ）就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務での有資格者の充足

（ウ）災害事例、安全作業マニュアルを活用した教育内容の充実

（エ）労働者の安全作業マニュアルの遵守状況の確認
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ウ 自主的な安全衛生活動の促進

（ア）発生した労働災害の分析及び再発防止対策の徹底

（イ）職場巡視、４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）、ＫＹ（危険予知）活動、ヒヤ

リ・ハット等の日常的な安全活動の充実・活性化

エ リスクアセスメントの実施

（ア）リスクアセスメントによる機械設備等の安全化、作業方法の改善

（イ）ＳＤＳ（安全データシート）等により把握した危険有害性情報に基づく化学物質の

リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の推進（「ラベル でアクション」の取

組の推進）

オ その他の取組

（ア）安全に係る知識や労働災害防止のノウハウの着実な継承

（イ）外部の専門機関、労働安全コンサルタントを活用した安全衛生水準の充実

（ウ）策定予定の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に基

づく、安全衛生に配慮したテレワークの実施

② 業種の特性に応じた労働災害防止対策

ア 小売業、社会福祉施設、飲食店等の第三次産業における労働災害防止対策

（ア）全社的な労働災害の発生状況の把握、分析

（イ）経営トップの意向を踏まえた安全衛生方針の作成、周知

（ウ）職場点検、４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）、ＫＹ（危険予知）活動、危険の

「見える化」、ヒヤリ・ハット活動等の安全活動の活性化

（エ）安全衛生担当者の配置、安全衛生教育の実施、安全意識の啓発

イ 陸上貨物運送事業における労働災害防止対策

（ア）荷台等からの墜落・転落防止対策、保護帽の着用の実施

（イ）積みおろしに配慮した積み付け等による荷崩れ防止対策の実施

（ウ）歩行者立入禁止エリアの設定等によるフォークリフト使用時の労働災害防止対策の

実施

（エ）トラックの逸走防止措置の実施

（オ）トラック後退時の後方確認、立ち入り制限の実施

ウ 建設業における労働災害防止対策

（ア）一般的事項

a 足場等からの墜落・転落防止対策の実施、手すり先行工法の積極的な採用、改正され

た法令に基づくフルハーネス型墜落制止用器具の積極的な導入と適切な使用

b 職長、安全衛生責任者等に対する安全衛生教育の実施

c 元方事業者による統括安全衛生管理、関係請負人に対する指導の実施

d 建設工事の請負契約における適切な安全衛生経費の確保

（イ）自然災害からの復旧・復興工事の労働災害防止対策

a 輻輳工事における適正な施工計画、作業計画の作成及びこれらに基づく工事の安全な

実施

b 一定の工事エリア内で複数の工事が近接・密集して実施される場合、発注者及び近接

工事の元方事業者による工事エリア別協議組織の設置
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エ 製造業における労働災害防止対策

（ア）機械の危険部分への覆いの設置等によるはさまれ・巻き込まれ等防止対策の実施

（イ）機能安全を活用した機械設備安全対策の推進

（ウ）作業停止権限等の十分な権限を安全担当者に付与する等の安全管理の実施

（エ）高経年施設・設備の計画的な更新、優先順位を付けた点検・補修等の実施

（オ）製造業安全対策官民協議会で開発された、多くの事業場で適応できる「リスクアセス

メントの共通化手法」の活用等による、自主的なリスクアセスメントの実施

オ 林業の労働災害防止対策

（ア）チェーンソーを用いた伐木及び造材作業における保護具、保護衣等の着用並びに適

切な作業方法の実施

（イ）木材伐出機械等を使用する作業における安全の確保

③ 業種横断的な労働災害防止対策

ア 高年齢労働者、外国人労働者等に対する労働災害防止対策

（ア）「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」に基づく措置の実施

（イ）母国語教材や視聴覚教材の活用等、外国人労働者に理解できる方法による安全衛生教

育の実施

（ウ）派遣労働者、関係請負人を含めた安全管理の徹底や安全活動の活性化

（エ）派遣労働者における派遣元・派遣先責任者間の連絡調整の実施

イ 転倒災害防止対策（ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト）

（ア）作業通路における段差や凹凸、突起物、継ぎ目等の解消

（イ）照度の確保、手すりや滑り止めの設置

（ウ）危険箇所の表示等の危険の「見える化」の実施

（エ）転倒災害防止のため安全衛生教育時における視聴覚教材の活用

ウ 交通労働災害防止対策

（ア）適正な労働時間管理、走行計画の作成等の走行管理の実施

（イ）飲酒による運転への影響や睡眠時間の確保等に関する安全衛生教育の実施

（ウ）災害事例、交通安全情報マップ等を活用した交通安全意識の啓発

（エ）飲酒、疲労、疾病、睡眠、体調不良の有無等を確認する乗務開始前の点呼の実施

エ 熱中症予防対策（ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン）

（ア）ＷＢＧＴ値（暑さ指数）の把握とその結果に基づく適正な作業環境管理、休憩時間の

確保を含む作業管理の実施

（イ）計画的な熱への順化期間（熱に慣れ、その環境に適応する期間）の設定

（ウ）自覚症状の有無にかかわらない水分・塩分の積極的摂取

（エ）熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患（糖尿病等）を有する者に対する配慮、

日常の健康管理や健康状態の確認

（オ）熱中症予防に関する教育の実施

（カ）異常時の速やかな病院への搬送や救急隊の要請

（キ）熱中症予防管理者の選任と職場巡視等
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７月１日（木）～７月７日（水）まで
６月１日（火）～ ６月30日（水）まで



27

チェックリストは
厚生労働省

ホームページから
ダウンロード可能で

す。
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事業場の安全衛生を確保するためには、労働安全
衛生法令の遵守はもとより、事業場の自主的な安全
衛生活動への取り組みが必要です。

効果的な安全衛生を行うには、経営トップが各級管
理者の役割、権限などを明確することです。

安全衛生管理体制の確立
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労働安全衛生マネジメントシステム
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メンタルヘルスに
かかる教育も忘
れずに！

○ 基本的な安全管理の取組が徹底されていないことにより死亡

に至った災害が散見されます。

○ 各事業場で整備している安全作業マニュアルについて、労働者への教育や、
掲示等による見える化、朝礼・ミーティング、安全パトロールなどを通じ
て、労働者への周知をお願いします。

○ 安全作業マニュアルの遵守状況の確認をお願いします。

災害事例 基本的な安全管理の取組

配達先のスーパーマーケットで、荷受け口付近にトラッ
クを止め、荷台に乗って荷おろし作業を行っていたとこ
ろ、勾配によりトラックが後方に動き出したため、トラック
の後方から制止しようとしたが、トラックに轢かれたもの。

パーキングブレーキの使用等の
逸走防止措置を講じること。

加工機のシリンダーロールを停止せずに、シリンダー
ロールの表面の調整を行おうとしたところ、シリンダー
ロールとゴムロールの間に腕を巻き込まれたもの。

調整作業の際に、シリンダー
ロールを停止させること。
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リスクアセスメントの実施支援システム（建設）

リスクアセスメントの実施支援システム

33

リスクアセスメント実施のための手引き、規程（例）



化学物質を取扱う事業場の皆さまへ
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ラベルでアクション

35



外部機関の活用
ホームページにより確認してから活用してください。

地域産業保健センター
地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の産業医の選任義務の

ない小規模事業場の事業者やそこで働く人を対象として、労働安全衛生
法で定められた保健指導などの産業保健サービスを行っています。都内
18労働基準監督署(支署）管轄区域毎に設置されています。

労働者の健康管理（メンタルヘルスを含む)に係る相談

健康診断の結果について医師からの意見聴取

長時間労働者や高ストレス者に対する面接指導

個別訪問による産業保健指導の実施

大企業の営業所等で労働者数50人未満の事業場においては、本社等で選任され
ている産業医等の協力を得られるようにお願いします。

独立行政法人 労働者健康安全機構

東京産業保健総合支援センター

事業場で産業保健活動に携わる「産業医、産業看護職、衛生管理者を
はじめ、事業主、人事労務担当者などの方々」を対象に「産業保健研
修」や「専門的な相談」などの支援を行っています。

産業保健スタッフに対する「専門的研修の実施」

産業保健スタッフからの「専門的相談への対応」

メンタルヘルス対策の普及促進のための｢個別訪問支援」

治療と職業生活のための「両立支援活動」

無 料 ＊有料となる
場合もあります
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中央労働災害防止協会

一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会

公益社団法人 日本作業環境測定協会

労働安全衛生法に定められた厚生労働大臣の行う国家試験に合格し、労働安全

コンサルタント・労働衛生コンサルタント名簿に登録された労働安全衛生の高度
の専門家です。

○ 労働災害が発生したとき
○ 労働安全衛生マネジメントを導

入するとき
○ 機械設備や化学物質のリスクア

セスメントを行うとき

○ 機械設備や作業環境の改善を行う
とき

○ 安全衛生後援や安全衛生教育の講
師が必要なとき

○ 安全衛生管理規程や作業手順の作
成を行うとき

○ 安全衛生管理活動の活性化 等

こんな時に活用できます

中央労働災害防止協会は労働災害防止団体法に基づき設立されています。

１ 安全衛生意識高揚のための運動
の展開

２ 企業の指導者、安全衛生スタッ
フの養成

３ 専門家による技術支援の実施

４ 安全衛生情報の提供

５ 労働災害防止のための調査研究等

６ ゼロ災運動の展開

７ 心身両面による健康・快適職場
づくりの推進

日本作業環境測定協会は作業環境測定法に基づき、作業環境測定士および作業環
境測定機関の業務の進歩改善に資する事などを目的として設立されています。

有料

有料

有料

作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場

○ 土石、岩石、鉱物、金属または
炭素の粉じんを著しく発散する
屋内作業場

○ 放射線業務を行う作業場所（放
射性物質取扱作業室、事故由来
廃棄物等取扱施設）

○ 一定の鉛他金属類取扱業務の屋
内作業場

○ 特定化学物質(第1類物質または
第2類物質）製造し、または取扱
う屋内作業場

○ 有機溶剤(第1種有機溶剤または
第2種有機溶剤）を製造し、また
は取扱う一定の業務を行う屋内作
業場
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１ 業種別の労働災害防止対策等について

（１）その他の業種（第三次産業等）

ア 小売業における留意事項

「労働者に安全で安心な施設・店舗づくり推進運動（以下「推進運動」という）」に積

極的に参加し、本社等においては労働災害防止・健康確保に取り組むとともに、店舗にお

ける安全衛生担当者の配置、安全衛生活動の活性化・定着を図ること。

「第13次労働災害防止計画の計画期間後半の第三次産業における労働災害防止対策の推進

について」（令和３年３月31日付け基安発0331第１号）

厚生労働省が開設している職場のあんぜんサイトの「働く人に安全で安心な職場・施設

づくり推進運動」特設サイトに小売業・飲食店の経営トップを対象として実施したセミ

ナーのテキストを公表し、経営トップが先頭に立って、労働災害防止の旗を振り成果を上

げている企業の好事例を紹介しているので、参考にすること。

転倒については「２業種横断的な対策について」の（２）（52ページ）、腰痛について

は「２業種横断的な対策について」の（３）を踏まえた対策の徹底を図ること。

新聞販売業については、交通事故については下記２（４）を踏まえた対策の徹底を図る

こと。また、新聞販売業で多いバイク事故の防止対策として、ヘルメット及び再帰性反射

材等を使用した高視認性のベストの適切な着用や、早朝・夕方のライトの点灯の徹底を図

ること。なお、高視認性のベストの選定に当たっては、JIS T 8127（高視認性安全服）に

留意することが望ましいこと。

イ 社会福祉施設における留意事項

法人全体の労働災害発生状況の把握、 推進運動の実施、社会福祉施設における同種災害

の防止対策の水平展開など、計画的に労働災害防止対策に取り組むこと。また、傘下の施

設についても、これに準じて、施設の労働災害の発生状況や安全衛生活動の状況について

現状を把握し、改善に向けた実施事項を整理させるなど、計画的な取組を図ること。

中央労働災害防止協会（中災防）の中小規模事業場安全衛生サポート事業の積極的な利

用を図ること。なお、サポート事業においては、個別の事業場に対し、既に作成されてい

る業務手引きや作業マニュアルの中に、安全衛生の視点での見直しを提案するなどオー

ダーメイドのマニュアル作成等のサービスを行うこととしていること。

転倒災害については２(２)、腰痛については２(３)を踏まえた対策の徹底を図ること。

ウ 飲食店における留意事項

調理中などの労働災害を防止するため、飲食店の労働災害防止マニュアルを参考にする

とともに、「労働者に安全で安心な施設・店舗づくり推進運動」に積極的に参加し、本社

等においては労働災害防止・健康確保に取り組むとともに、店舗における安全衛生担当者

の配置の促進、安全衛生活動の活性化・定着を図ること。

転倒災害については２(２)、腰痛については２(３)を踏まえた対策の徹底を図ること。

上記アと同様に職場のあんぜんサイトの好事例を参考にすること。
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第三次産業の労働災害防止対策について
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厚生労働省と中央労働災害防止協会では、小売業、社会福祉施設、飲食店に

おいて増加している労働災害の減少を図るため、「働く人に安全で安心な店舗・

施設づくり推進運動」を展開しています。

これらの業種で効果的な労働災害防止対策を進めるためには、次のページに

掲載の「チェックリストⅠ･Ⅱ」を活用し、多くの店舗を展開する企業本社、

複数の社会福祉施設を展開する法人本部が主導して、店舗、施設の労働安全衛生

活動について全社的に取り組むことが重要です。

３･４ページには、下図のような取組事項の具体例のうち、主なものをまとめて

いますので、ご参照ください。

転倒 急な動き・無理な動き 墜落・転落 その他

「急いでいるときや、
両手で荷物を抱えている
ときなどに、放置された
荷物や台車につまずく」
「濡れた床で滑る」など

「重いものを無理な姿勢で
持ち上げたり、移動させた
りするとき、介護で利用者
を持ち上げるときなどに、
ぎっくり腰になる、筋を
痛める、くじく｣ など

「脚立や、はしごなどの
上でバランスを崩す」
「階段で足が滑る」など

「やけどをした」、
「刃物で手を切った」、
「交通事故にあった」、
「通路でぶつかった」
など

(H30.2）
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

小売業、社会福祉施設、飲食店で多い労働災害

働く人に安全で安心な
店舗･施設づくり推進運動

～ 小売業・社会福祉施設・飲食店の労働災害の減少に向けて ～

11,588 

11,172 

11,619 
11,527 

11,895 

12,240 
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10,000

10,500

11,000

11,500
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12,500
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小売業
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5,806 

6,125 

6,462 

7,123 7,455 

4,900
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6,100
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7,300
7,600

H24 H25 H26 H27 H28 H29

社会福祉施設

3,816 
3,901 3,899 

4,107 
4,208 

4,173 

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000

4,200

4,400

H24 H25 H26 H27 H28 H29

飲食店

増加する小売業、社会福祉施設、飲食店での労働災害

※休業４日以上の死傷労働災害件数（12月末現在速報値）

本社・本部

店舗･施設 店舗･施設 店舗･施設

●全社的な労働災害発生状況の把握・分析
●安全衛生方針の表明
●作業マニュアルの作成
●店舗・施設の安全衛生活動の推進
●店舗・施設への安全衛生担当者の配置確認

など
●４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）活動
●ＫＹ（危険予知）活動
●危険の「見える化」
●従業員への安全衛生教育 など
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片付け！ 分別！

お掃除！床ふき！

チェック項目 ☑

ＳＴＥＰ１

１ ４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）の徹底による転倒災害等の防止対策を実施
していますか。
※ 床面の水濡れ、油汚れ等の小まめな清掃、台車等の障害物の除去、安全に介
護等の作業ができる作業スペース、 通路の確保等。

□

２ 危険箇所の表示による危険の 「見える化」 を実施していますか。 □

３ 作業マニュアルへの安全衛生上の留意事項の追記、店舗・施設の従業員への周
知・ 教育、 朝礼時等での安全意識の啓発を実施していますか。。

□

ＳＴＥＰ２

1 ヒヤリハット活動による危険箇所の共有、 除去を実施していますか。 □

2 ＫＹ（危険予知）活動による危険予知能力、注意力の向上に取り組んでいますか。□

3 防滑靴、切創防止手袋等の着用の推進、介護機器・用具等の導入、使用の推進、
熱中症予防のための透湿性 ・ 通気性の良い服装の活用などを行っていますか。

□

ＳＴＥＰ３

1 店長・施設長、安全担当者による定期的な職場点検を実施していますか。 □

2 腰痛健康診断（腰痛予防対策指針に基づくもの）や体力チェックを実施していますか。 □

3 腰痛・転倒予防体操を励行していますか。 □

店舗・施設において、各ＳＴＥＰの項目をチェックし、事業場の実情に応じて、必要な取組を実施します。

店舗・施設実施事項チェックリスト Ⅰ

本社・本部実施事項

次の事項のうち、労働災害の発生状況、労働者の健康管理の状況等に応じて、チェックリ
ストⅠの店舗・施設の実施事項が継続的、組織的に行われるよう、安全衛生体制の整備を含
めた必要な取組を実施してください。

チェックリスト Ⅱ

チェック項目 ☑

１ 全店舗・施設の労働災害の発生状況を把握し、 分析
を行っていますか。

□

２ 企業・法人の経営トップの意向を踏まえた安全衛生
方針を作成し、 掲示や小冊子の配布などの方法によ
り店舗・施設に周知していますか。

□

３ 店舗・施設の作業について、労働災害発生状況を踏
まえ、安全に配慮した作業マニュアルを作成して店
舗・施設に周知していますか。

□
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チェック項目 ☑

４ 次のＳＴＥＰ１から３の項目のうちから、店舗・施設で実施すべき安全衛生活動
を定め、店舗・施設での取組を行わせるとともに、必要な資料の提供、教育の実
施等の支援を行っていますか。

－

ＳＴＥＰ1

① ４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）の徹底による転倒災害等の防止対策
※ 床面の水濡れ、油汚れ等の小まめな清掃、台車等の障害物の除去、安全
に介護等の作業ができる作業スペース、 通路の確保等

□

② 危険箇所の表示による危険の 「見える化」 の実施 □

③ 作業マニュアルへの安全衛生上の留意事項の追記及び店舗・施設の従業員
への周知・教育、朝礼時等での安全意識の啓発

□

ＳＴＥＰ２

① ヒヤリハット活動による危険箇所の共有、除去 □

② KY(危険予知)活動による危険予知能力、注意力の向上 □

③ 防滑靴、切創防止手袋等の着用、介護機器・用具等の導入、使用の推進、
熱中症予防のための透湿性・通気性の良い服装の活用

□

ＳＴＥＰ３

① 店長・施設長、安全衛生担当者による定期的な職場点検の実施 □

② 腰痛健康診断（腰痛予防対策指針に基づくもの）や体力チェックの実施 □

③ 腰痛・転倒予防体操の励行 □

その他、リスクアセスメントの実施、高年齢労働者の安全と健康確保のためのガ
イドラインに基づく職場改善、メンタルヘルス対策

□

５ 店舗・施設における安全衛生担当者（衛生管理者、衛生推進者、安全推進者等）
の配置状況を確認していますか。

□

６ 店舗・施設の安全衛生担当者に対する教育を実施していますか。 □

７ 本社・本部安全衛生担当者、産業医、エリアマネージャー等から店舗・施設に対
する危険箇所や安全衛生活動の取組状況の点検、災害防止指導、健康確保措置を
実施していますか。（店舗・施設の監査チェックリストに安全衛生に関する項目
を明記することなどがあります。）

□

８ 安全対策の取組や注意喚起を分かりやすく従業員へ周知するための掲示や小冊子
の配布を実施していますか。

□

９ 店舗・施設のリスクアセスメント（職場の危険･有害要因を特定し、リスクの大き
さを評価すること）を実施してその結果に基づく対策を講じていますか。

□

10 店舗・施設におけるメ ンタルヘルス対策について指導及び実施状況の把握を行っ
ていますか。

□

11 店舗・施設における健康診断及び事後措置、長時間労働者への面接指導など、健
康確保措置の実施状況を把握していますか。

□

チェックリスト Ⅱ
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⑦ 安全推進者の配置

◆ＫＹとは「危険（K）・予知（Ｙ）」のことです。
ＫＹ活動では、業務を開始する前に職場で「その作業では、どんな危険が潜んでいるか」
を話し合って「これは危ない」というポイントに対する対策を決め、作業のときは、一人
ひとりが「指差し呼称」をして行動を確認します。

◆「うっかり」、「勘違い」、「思い込み」などは安全ではない行動を招き、災害の原因と
なります。

◆危険の「見える化」とは、職場の危険を可視化（＝見える 化）し、従業員全員で共有す
ることをいいます。ＫＹ活動で見つけた危険のポイントに、右のようなステッカーなど
を貼りつけることで、注意を喚起します。

◆墜落や衝突などのおそれのある箇所が事前に分かっていれば、そこでは特に慎重に行動
することができます。

◆安全活動は、経営者や責任者の責務であるとともに、正社員、パート、アルバイト、派遣
などの雇用形態にかかわらず、従業員は全員参加することが重要です。

◆従業員一人ひとりの安全意識を高めるために、朝礼などの場を活用して、店長・施設長か
ら安全の話をすることや、従業員からヒヤリハット事例を報告してもらい、みんなで安
全について話し合ったりすることなどが効果的です。

◆「脚立の正しい使い方」、「腰痛を防ぐ方法」、「器具の正しい操作方法」などを知っ
ていれば、労働災害を防ぐことができます。

◆組織の本社や本部では、「どんな災害が起こっているか」、「どうしたら災害は防げる
か」を踏まえ、「正しい作業手順（マニュアル）」を作成します。そして店舗・施設で
は、この 内容を従業員に伝え、教えます。

◆朝礼など皆が集まる機会を活用して教育・研修を行う方法もあります。特に、はじめて
職務に就いた従業員には、雇い入れ時に安全教育を行う必要があります。

◆店舗・施設ごとに安全の担当者である安全推進者を配置し、安全衛生活動、安全衛生教育
・啓発の推進などの旗振り役を担わせます。

（労働安全衛生法施行令第２条第３号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン）

③ ＫＹ活動 ＝ 潜んでいる危険を見つける

➃ 危険の「見える化」＝ 危険を周知する

⑤ 安全教育・研修 ＝ 正しい作業方法を学ぶ

⑥ 安全意識の啓発 ＝ 全員参加により安全意識を高める

② ４Ｓ活動 ＝ 災害の原因を取り除く

① 経営トップによる安全衛生方針の表明 主な取組事項の概要

◆「４Ｓ」とは「整理｣、｢整頓｣、｢清掃｣、｢清潔｣のことで、これらを日常的な活動として
行うのが「４Ｓ活動」です。

◆ ４Ｓ活動は、労働災害の防止だけではなく、作業のしやすさ、作業の効率化も期待でき
ます。

◆ お客様の目に触れにくいバックヤードも整頓を忘れないようにしましょう。
◆ 荷物やゴミなど、物が散らかっている職場や、水や油で床が滑りやすい職場は、災害の
危険が高くなります。

◆経営トップによる安全衛生方針を策定し、掲示や従業員への配布などにより周知します。
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（２）陸上貨物運送事業における留意事項

労働災害の多くは、荷台等からの墜落・転落、転倒、腰痛、荷役運搬機械災害といった荷

主先等での荷役作業中に発生しており、荷主、配送先、元請事業者等と連携して安全対策に

取り組めるよう、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインの策定につ

いて」（平成25年３月25日付け基発0325第１号）に基づく対策を徹底すること。

また、荷主となる製造業、建設業、小売業等の事業者に対し、上記「荷役ガイドライン」

に基づく荷主等としての取組の必要性を認識してもらうため、「荷役５大災害防止対策

チェックリスト」（荷主、配送先、元請事業者等用）等を活用し、荷役作業場所の安全確認

等を要請すること。

なお、転倒については「２業種横断的な対策について」の（２）、腰痛については「２業

種横断的な対策について」の（３）（各々52頁）を踏まえた対策の徹底を図ること。

全国安全週間、全国労働衛生週間、労働災害防止団体等の実施する年末・年始、年度末等

の無災害運動等の活動を通じ交通労働災害防止ガイドラインにおける安全衛生活動を推進す

ること。

陸上貨物運送事業における荷役災害等を防止するための留意事項
～重大な災害事例に学ぶ災害防止ポイント～

交通労働災害を防止するために
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「テールゲートリフターを安全に使用するために」

陸上貨物運送事業における重大な労働災害を防ぐためには

ロールボックスパレット使用時の労働災害防止マニュアル
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（３）建設業における留意事項について

災害の発生状況を見ると、基本的な安全対策が不十分なことにより、災害につながって

いるものが多く見られることから、改めて法令の遵守をはじめとした基本的な対策の徹底を

図ること。

（１）「屋根・はり等」から、「足場」から、「開口部」からの墜落・転落災害が多いこと

から、墜落転落防止対策（作業床や手すりの設置又は墜落制止用器具（安全帯）の使用

など）の徹底を行うこと。

また、墜落制止用器具の取り付け設備についても確実なものを設置すること。

※ 労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）第518条、第519条、第524条、第

563条、第564条、第567条をはじめとした法令の遵守徹底を図るとともに、足場から

の墜落・転落災害防止対策推進要綱に基づく対策を実施すること。

① はしご、脚立、伸び馬による災害が多いことからはしご、脚立にかかるチェックリ

ストや「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう！」リーフレットを活

用し、正しい使用方法について周知すること。

② トラック荷台上での墜落等の災害防止のため、現場内での荷卸し等について昇降設

備や墜落制止用器具の取り付け設備の設置等の措置を元請事業者において検討するこ

と。また、 「荷役ガイドライン」 「荷役５大災害防止対策チェックリスト」（荷主、

配送先、元請事業者等用）等を活用し、荷役作業場所の安全確認を行うこと。

（２）東京労働局管内における建設業の死亡災害が急増していることから、安全週間実施要

項に基づく措置の実施のほか「Safe WorkＴＯＫＹＯ 建設死亡災害緊急対策要綱（令

和３年５月）に基づき、元方事業者による、店社パトロールの実施強化（施工現場に対

する集中的安全総点検の実施）、施工現場における統括管理の強化及び墜落・転落防止

対策の徹底等の下記対策を行うこと。

①統括安全衛生責任者による現場巡視の励行と安全総点検、施工計画段階におけるリス

クアセスメントと作業開始前の危険予知活動の的確な実施、新規入場者等に対する安

全衛生教育の強化など安全衛生管理の強化

②高所作業自体が少なくて済む工法の採用、墜落・転落危険場所における有効な作業床

の設置、作業床の設置が困難な場合における防網の設置、墜落制止用器具の使用徹底

③足場における墜落防止措置及び物体の落下防止措置、より安全な措置の徹底及び的確

な強度検討

④脚立等使用時における適切な用具の選定と適正な使用に係る関係労働者への教育の実

施及び安全な作業手順の遵守徹底

⑤熱中症予防対策における３管理（作業環境管理・作業管理・健康管理）の徹底等
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安全衛生経費確保のための
ガイドライン

荷役作業の安全対策
ガイドライン

安全帯が「墜落制止用
器具」に変わります！

49

はしごを使う前に
／脚立を使う前に

はしごや脚立から
の墜落・転落災害
をなくしましょう！



（４）製造業における留意事項

（ア）死傷災害の約４分の１を機械等によるはさまれ・巻き込まれ災害が占めていることを踏

まえ、機械等による災害等が発生した機械等はもとより、はさまれ・巻き込まれ災害を発

生するおそれのある機械等に対して、リスクアセスメントの実施及びそれに基づく措置の

確実な実施を図ること。

なお、ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄの実施にあたっては、必要に応じ、中央労働災害防止協会が実施する

「中小規模事業場安全衛生サポート事業」の個別支援や集団支援の活用を図ること。

また、以下のような災害がみられることから、下記①～②に重点を置いて取組を行うこ

と。

• 食料品加工用機械の安全カバーを外して作業を行ったことにより、刃に接触して指を切

断したもの

• 稼働中の機械で加工物が詰まるなどのトラブルが発生した時に、機械を止めずに、手を

機械に入れ、加工物を押し込むなどの作業を行って、機械に巻き込まれたもの

• プレス機の安全装置を無効としていたもの、又は安全装置の有効範囲外から手指を差し

入れて指を切断したもの

① ボール盤、フライス盤、中ぐり盤等の回転する刃物による作業についての手袋の使用

禁止を徹底すること。

（労働安全衛生規則第111条）

② 機械を使用する事業場に対する指導を行う際には、清掃時における機械の停止を徹底

すること。

（労働安全衛生規則第107条及び108条）

（イ）近年、施設の老朽化等を原因とする墜落などの労働災害も発生していることから、製造

業のうち大規模な設備を有する事業場においては、経年設備の劣化状況の調査結果をま

とめたリーフレット等を活用し、計画的な設備の更新、優先順位を付けた設備の定期的

な点検・補修等を実施すること。

（ウ）上記の対策の実施に当たっては、経済産業省、中央労働災害防止協会及び当省が連携し

て設立された「製造業安全対策官民協議会」が公表したリスクアセスメントと労働安全

衛生マネジメントシステムの有効性等に関する分析結果やリスクアセスメントの共通手

法等の活用を図ること。

（５）林業における留意事項

（ア）現在、依然として、激突されといった伐木作業に係る死亡災害が多く発生しており、今

後、伐木作業が本格化する時期を迎えることから、チェーンソーによる伐木等作業の安

全に関するガイドライン等に留意の上作業を行うこと。

（イ）改正労働安全衛生規則（チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドラインな

ど）により強化された、伐木作業等の安全対策に留意すること。
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高齢者の安全衛生対策について

製造業安全対策官民協議会

機械安全規格を活用して労働災害を防ぎましょう
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刃部のそうじ等の場合の運転停止等は、
安衛則第108条

52

機械による労働災害の防止について 【安衛則第107条、第111条など】

事業者は、動力により駆動される機械
に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き
込まれるおそれのあるときは、当該労働
者に適当な作業帽又は作業服を着用させ
なければならない。
２労働者は、前項の作業帽又は作業服の

着用を命じられたときは、これらを着用
しなければならない。

事業者は、ボール盤、面取り盤等の回
転する刃物に作業中の労働者の手が巻き
込まれるおそれのあるときは、当該労働
者に手袋を使用させてはならない。
２労働者は、前項の場合において、手袋

の使用を禁止されたときは、これを使用
してはならない。

←（特別な調整用等運転モードを設け、且つ）

「面取り盤等」の「等」には、フライス盤、中
ぐり盤等が含まれるが、丸のこ盤は含まれない
こと。 「昭和47年9月18日基発第601号の1」

安衛則第110条（作業帽等の着用） 安衛則第111条（手袋の使用禁止）

留意事項



厚生労働省は、伐木作業等における労働災害を防止するために、労働安全衛生規則の一部を改正し、

伐木作業等における安全対策を強化します。

林業、土木工事業や造園工事業など、業種にかかわらず、伐木作業等を行うすべての業種が対象と

なります。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 2019.3

伐木作業等の安全対策の規制が変わります！
～ 伐木作業等を行うすべての業種が対象 ～

今 回 の 改 正 の 主 な 内 容

１. チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育について、伐木の
直径等で区分されていた特別教育を統合し、時間数を増やします。
（安衛則、安全衛生特別教育規程（昭和47年労働省告示第92号。以下「特別教育規程」という。）の改正）

２. 伐木作業等における危険を防止するために、以下のとおり規定します。
（安衛則の改正)

(1) 受け口を作るべき立木の対象を胸高(きょうこう)直径40cm以上のものか
ら20cm以上に拡大する等、立木の伐倒時の措置を義務付けます。

(2) 事業者に対して、かかり木の速やかな処理を義務付けるとともに、事業者
及び労働者に対して、かかり木の処理における禁止事項を規定します。

(3) 事業者は、立木の高さの２倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、
当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の労働者を立ち入らせてはな
らないこと等を規定します。

(4) 事業者に、チェーンソーによる伐木作業等を行う労働者に下肢の切創防止
用保護衣を着用させること、また、当該労働者に、当該切創防止用保護衣
を着用することを義務付けます。

３. その他の改正を行います。

施行
期日

○ 墜落制止用器具(安全帯)に関し安衛則等が改正され、これまで安全帯を用
いて行っていた作業については、墜落制止用器具(一本つりのハーネス型
等)を用いることが義務付けられました。【参照：墜落制止用器具リーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf

墜落制止用器具(安全帯)に関するお知らせ

施行日は 2019（令和元）年８月１日 です。（以下を除く）

特別教育は2020（令和2）年８月１日、修羅集材等・木馬運材及び雪そり

運材の規定廃止は公布日： 平成31年２月12日です

○ ただし、立木上での作業で、墜落制止用器具の使用が著しく困難な場合
（フックがかけられない場合など）には、墜落制止用器具の使用に替わる
措置として、U字つり用胴ベルト及び保護帽の使用などにより、墜落によ
る労働災害の防止措置を行う必要があります。

詳しい情報は➡

厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/index.html）

でご確認ください。伐木作業等の労働災害防止 検索
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２ 業種横断的な対策について

（１）高年齢労働者、外国人労働者に対する労働災害防止対策

高年齢労働者対策

60歳以上の雇用者数は過去10年間で1.5倍に増加。特に商業や保健衛生業をはじめとす

る第三次産業で増加傾向にある。

高齢者は身体機能が低下すること等により、若年層に比べ労働災害の発生率が高く、休

業も長期化しやすいこと、また、転倒災害、墜落・転落災害の発生率も若年層に比べ高く

女性で顕著となっていることから、体力に自信がない人や仕事に慣れていない人を含め、

すべての働く人の労働災害防止を図るためにも、職場環境改善の取組が重要である。

そのため、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」（エイジフレンド

リーガイドライン）に基づく取組の徹底を図ること。

外国人労働者対策

母国語教材や視聴覚教材の活用等、外国人労働者に理解できる方法による安全衛生教育

の実施。

（２）転倒の防止の留意点

転倒災害は冬季に積雪等により多く発生する傾向があるため、特に積雪の多い都道府県

においては、冬季より前に、転倒危険場所の周知、滑りにくい履き物の選択とともに、転

びにくい歩き方の励行など、転倒防止対策等を徹底すること。

転倒災害は高年齢労働者、特にそのうち女性の労働者が多く被災する傾向があることか

ら、転倒災害を防止するため、転倒危険場所、滑りにくい履き物の選択について労働者に

周知するとともに、特に高年齢労働者を多く雇用する事業場においては、始業前の体操等

を実施すること。

（３）交通労働災害対策

交通労働災害防止対策として、「交通労働災害防止のためのガイドライン」（平成30年

６月１日改正）に基づく措置を徹底すること。

交通誘導等に従事する労働者の安全確保を図ること。

（４）熱中症予防対策（ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン）

日本産業規格JIS Z 8504が約20年ぶりに改正され、WBGT基準値、着衣補正値等に関す

る改正が行われたこと等により、「職場における熱中症予防基本対策要綱」が定められた

ことから、事業者は、これらに基づき、熱への順化や休憩時間の確保を考慮した作業計画

の策定、WBGT 値の把握及び低減対策、休憩場所の確保、定期的な水分・塩分の摂取徹底

、健康診断結果を用いた就業上の措置、作業開始前の健康状態の確認、作業を管理する者

や労働者に対する労働衛生教育、緊急時の早めの搬送等を実施すること。
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厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

～働く高齢者の特性に配慮した

エイジフレンドリーな職場づくり
を進めましょう～

皆さんの職場は、高齢者が安心して働ける環境になっていますか？

＜年齢別・男女別の労働災害発生率＞

出典：労働力調査、労働者死傷病報告（2019年）

働く高齢者が増加（60歳以上の雇用者数は過去10年間で1.5倍）

労働災害のうち60歳以上の労働者が占める割合は1/4以上(2019年は27%）

労働災害発生率は、若年層に比べ高年齢層で高い

＜年齢別の休業見込み期間の長さ＞

労働災害が続けば人手不足を招くおそれも…

※労働者1000人当たりの死傷災害（休業４日以上）の発生件数

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

男 女

0% 20% 40% 60% 80% 100%

19以下

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

１週間未満 １週間以上 ２週間以上

１か月以上 ２か月以上 ３か月以上

高年齢労働者の安全衛生対策のための

エイジフレンドリー補助金が新設されました！
（４ページ参照）

高齢者は
被災しやすい！

労働災害が
重症化しやすい！

安心して安全に働くことのできる職場づくりを！

出典：労働者死傷病報告（2019年）

エイジフレンドリーガイドライン（高年齢労働者の安全と健康確保のためのガ
イドライン）を策定しました。（次ページ以降参照）
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エイジフレンドリーガイドラインの主な内容

事業者に求められる事項

高齢者の就労状況や業務の内容等の実情に応じ、実施可能な対策に取り組みましょう。

１ はじめに

・企業の経営トップが取り組む方針を表明し、担当者や組織を指定します
・高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害発生リスクについて、災害事例
やヒヤリハット事例から洗い出し、対策の優先順位を検討します

・職場改善ツール「エイジアクション100」のチェックリストの活用も有効です→

２ 職場環境の改善

(1) 身体機能の低下を補う設備・装置の導入（主としてハード面の対策）
・高齢者でも安全に働き続けることができるよう、施設、設備、装置等の改善を行います

🌷対策の例🌷

警報音等は聞き取り
やすい中低音域の
音、パトライト等は
有効視野を考慮

涼しい休憩場所を整備し、通気性の良い服装
を準備する

階段には手すり
を設け、可能な
限り通路の段差
を解消する

解消できない危険箇所
に標識等で注意喚起

不自然な作業姿勢をなくすよう作業台の
高さや作業対象物の配置を改善する

リフト、スライディング
シート等を導入し、抱え
上げ作業を抑制

例えば
戸口に
段差が
ある時

通路を含め作業場所の
照度を確保する

防滑靴を
利用させる

・床や通路の滑りやすい箇所に防滑素材（床
材や階段用シート）を採用する
・熱中症の初期症状を把握できるウェアラブ
ルデバイス等のIoT機器を利用する
・パワーアシストスーツ等を導入する 等

(2) 高年齢労働者の特性を考慮した作業管理（主としてソフト面の対策）

・高年齢労働者の特性を考慮し作業内容等を見直します。例えば、勤務形態や勤務時間を

工夫して高齢者が就労しやすくすること（短時間勤務、隔日勤務等）や、ゆとりのある

作業スピード、無理のない作業姿勢等 への配慮などがあります
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３ 高年齢労働者の健康や体力の状況の
把握

(1) 健康状況の把握

・健康診断を確実に実施します

・職場で行う法定の健診の対象にならない方

については、例えば地域の健康診断等を受

診しやすくするなど、働く高齢労働者が自

らの健康状況を把握できるようにします

体力チェックの一例

(2) 体力の状況の把握

・主に高年齢労働者を対象とした体力チェッ

クを継続的に行うよう努めます

・体力チェックの目的をわかりやすく丁寧に

説明するとともに、事業場における方針を

示し、運用の途中で適宜その方針を見直し

ます

🌷注意点🌷
・安全作業に必要な体力の測定手法と評価基準
は、安全衛生委員会等の審議を踏まえてルー
ル化するようにします

(3) 健康や体力の状況に関する情報について

は、不利益な取扱いを防ぐ必要があります

詳しくは
こちら⇒

４ 高年齢労働者の健康や体力の
状況に応じた対応

(1) 個々の高年齢労働者の基礎疾患の罹

患状況等の健康や体力の状況を踏まえ

た措置を講じます

(2) 高年齢労働者の状況に応じた業務の
提供
健康や体力の状況は高齢になるほど個
人差が拡大するため、個々の労働者の
状況に合わせ、適合する業務をマッチ
ングさせます

(3) 心身両面にわたる健康保持増進措置
例えばフレイルやロコモティブシンド
ロームの予防を意識した健康づくり活
動を行います

・高齢者対象の教育では、作業内容とリ
スクについて理解させるため、時間
をかけ、写真や図、映像等の文字以
外の情報も活用します

・再雇用や再就職等により経験のない業
種、業務に従事する場合、特に丁寧
な教育訓練を行います

５ 安全衛生教育

このガイドラインは、雇用される高齢者を対象とし
たものですが、請負契約により高齢者を就業させる
ことのある事業者においても、このガイドラインを
参考として取組を行ってください。

転倒・腰痛予防！「いきいき健康体操」
https://youtu.be/9jCi6oXS8IY
（令和元年度厚生労働科学研究費補助金 労働安全衛
生総合研究事業「エビデンスに基づいた転倒予防体操
の開発およびその検証」の一環として製作）

🌷取組の例🌷

全国の体操動画やリーフレットの
紹介(厚労省HP） →
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労働者に求められる事項

一人ひとりの労働者が、事業者が実施する取組に協力するとともに、自らの身体機能の変化
が労働災害リスクにつながる可能性、自己の健康を守るための努力の重要性を理解し、自ら
の健康づくりに積極的に取り組むことが必要です。体力チェック等に参加し、日頃からスト
レッチや軽い運動などに取り組みます

「介護業務で働く人のための腰痛予防の
ポイントとエクササイズ」より

🌷参考：ストレッチの例🌷

補助金申請期間 （現在公募中）

 エイジフレンドリー補助金は、職場環境の改善に要した費用の一部を補助します。

中小企業事業者が対象の補助金です

補助金額（令和2年度）
補助対象：高年齢労働者のための職場環境改善に要した経費

補助率： １／２

上限額： １００万円（消費税を含む）

※この補助金は、事業場規模、高年齢労働者の雇用状況等を審査の上、交付決定を行います

（全ての申請者に交付されるものではありません）

▼高齢者のための対策について個別に相談したいとき

各企業の実情に応じて、以下の項目に対する専門的かつ技術的な相談・助言を行っています。
●人事管理制度の整備に関すること●能力開発に関すること
●賃金、退職金制度の整備に関すること ●健康管理に関すること
●職場の改善、職域開発に関すること ●その他高年齢者等の雇用問題に関すること

相談・助言 無料

〇お近くのお問合せ先は、高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページ（http://www.jeed.or.jp）から確認できます。
〇「65歳超雇用推進事例サイト（https://www.elder.jeed.or.jp/）」 により、65歳を超える人事制度を導入した企業や健康
管理・職場の改善等に取り組む企業事例をホームページにて公開しています。

労働災害防止団体が中小規模事業場に対して、安全衛生に関する知識・経験豊富な専門職員を派遣して、高年齢労働者対策を含
めた安全衛生活動支援（現場確認・ヒアリング・アドバイス）を行います。

中小規模事業場 安全衛生サポート事業 個別支援

労働災害防止団体 問い合わせ先
・中央労働災害防止協会
・建設業労働災害防止協会
・陸上貨物運送事業労働災害防止協会
・林業・木材製造業労働災害防止協会
・港湾貨物運送事業労働災害防止協会

技術支援部業務調整課
技術管理部指導課
技術管理部
教育支援課
技術管理部

03-3452-6366 （製造業、下記以外の業種関係）
03-3453-0464 （建設業関係）
03-3455-3857 （陸上貨物運送事業関係）
03-3452-4981 （林業・木材製造業関係）
03-3452-7201 （港湾貨物運送事業関係）

（Ｒ２．８）

65歳超雇用推進プランナー・高年齢者雇用アドバイザーをご活用ください

中小企業診断士、社会保険労務士等、高齢者の雇用に関する専門的知識や経験などを持っている外部の専門家が、企業の高
齢者雇用促進に向けた取組を支援します。

無料

高年齢労働者の労働災害防止対策の情報を厚生労働省ホームページに掲載しています

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
エイジフレンドリー補助金事務センター（申請関係）

☎ 03-6381-7507 📠 03-6381-7508
📧 af-hojyojimucenter＠jashcon.or.jp 

お問い合わせ

詳しくはこちら⇩
（厚労省HP）

受付時間：平日9:30～12:00、13:00～16:30
（土日祝休み）

「エイジフレンドリー補助金」のご案内
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高年齢労働者への配慮

• 高年齢労働者に配慮した
職場改善マニュアルの活用

59

高年齢労働者の安全衛生対策について
○高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン
○エイジフレンドリー補助金



加齢に伴う心身機能の変化
東京労働局ホームページ

「高齢化労働者の
安全と健康」
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建災防統一安全標識の外国語表記のお知らせ 

 建設業労働災害防止協会により出されている「建災防統一安全標識」の、英語、 

中国語、ベトナム語、インドネシア語、タガログ語の表記の一例をお知らせします。 

安全標識に添付等をして現場等でお役立てください。 

      

      

      

      

   

   

 

※ 安全標識及び外国語表記は、 

  建災防ホームページから 

  ダウンロードできます。 

（https://www.kensaibou.or.jp/） 
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令和元年度厚生労働科学研究費補助金 労働安全衛
生総合研究事業「エビデンスに基づいた転倒予防体操
の開発およびその検証」の一環として製作

厚生労働省「ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト」

職場における腰痛予防対策- 中央労働災害防止協会
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都内の転倒災害発生状況（令和２年） 資料出所：労働者死傷病報告

６月は、転倒災害防止の重点取組期間です！

 労働災害のうち転倒災害は最も多く全体の約４分の１
 転倒災害の約４割は60歳以上
 転倒災害の約６割は休業見込期間１か月以上
 年齢とともに休業期見込み期間は長期化
 主な原因は大きく３種類（滑り、つまずき、踏み外し）

～トップが打ち出す方針 みんなで共有 生み出す安全・安心～

職場の転倒災害を防ぎましょう！

～ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト実施中～

主な原因は「滑り」、「つまずき」、「踏み外し」
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10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

年齢別・男女別の転倒災害発生状況

男 女

n=2,508 約４割

（人）

１週間未満

5%

１週間以上

13%

2週間以上

21%

１か月以上

28%

2か月以上

33%

転倒災害による休業見込期間の内訳

n=2,508

６割は１
か月以上

0% 20% 40% 60% 80% 100%

29歳以下

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60歳以上

転倒災害による年齢別休業見込み期間の長さ

１週間未満 １週間以上 2週間以上 １か月以上 ２か月以上

年齢ととも
に長期化

n=2,508
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ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト（主唱：厚生労働省・中央労働災害防止協会）

啓発資料や動画教材資料を掲載しています

R３.６

１ 重点取組期間に実施する事項

① 6月の実施事項
ア 安全委員会等における転倒災害防止に係る現状と対策の調査審議
イ チェックリストを活用した安全委員会等による職場巡視、職場環
境の改善や労働者の意識啓発、防止対策の実施（定着）状況の確認

② 準備期間（冬季前）の実施事項
ア 積雪、凍結前に労働者に対する注意喚起
イ 積雪、凍結時に転倒のおそれのある箇所の事前確認

２ 一般的な転倒災害防止対策
① 作業通路における段差や凹凸、突起物、継ぎ目等の解消
② ４Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔）の徹底による床面の水濡れ、
油汚れ等のほか台車等の障害物の除去等

３ 冬季における転倒災害防止対策
① 気象情報の活用によるリスク低減の実施
② 通路、作業床の凍結等による危険防止の徹底

厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」では、転

倒や腰痛災害の災害事例、防止対策をまとめていま

すので、職場での安全衛生教育などにお役立てくだ

さい。

エイジフレンドリーガイドライン（高年齢者の安全と健康確保のためのガイドライン）

厚生労働省では、令和２年３月に「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」
（エイジフレンドリーガイドライン）を策定しました。

国による支援：エイジフレンドリー補助金
高齢者が安心して安全に働くための職場環境の整備等に要する費用を補助します。
１ 対象者 60歳以上の高年齢労働者を常時１人以上雇用する中小企業等の事業者
２ 補助額 補助率２分の１、上限100万円
３ 対象経費 高年齢労働者の労働災害防止のための措置に係る経費
○働く高齢者の新型コロナウイルス感染予防
・飛沫感染を防止すための対策
・介護における移乗介助の際の身体的負担を軽減する機器 等

○身体機能の低下を補う設備・装置の導入
・通路の段差の解消措置 ・危険箇所への安全標識や警告灯の設置 等

○健康や体力の状況の把握等
・体力チェック ・運動、栄養、保健指導の実施
・保健師やトレーナー等の指導による身体機能の維持向上活動 等

○安全衛生教育の実施
・高齢者の特性を踏まえた安全衛生教育 等

厚生労働省ホームページでは、啓発資料（教育資料
としても使えます）・リーフレット・動画（転倒・腰
痛予防！いきいき健康体操）など転倒災害の防止に関
連する様々な情報を掲載していますので、職場での安
全衛生教育などにお役立てください。

転倒災害防止対策

新型コロナウイルス感染予防に
関する経費も対象となります。

働く高齢者の特性に配慮したエイジフレンドリーな職場を目指しましょう！

補助の具体的な
条件、応募手続
き等の詳細は、
厚生労働省ホー
ムページを御確
認ください。
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職場のあんぜんサイト 検索
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□ 暑さ指数（WBGT値）の把握
の準備

JIS 規格「JIS B 7922」に適合した暑さ指数計
を準備しましょう。

□ 作業計画の策定など 暑さ指数に応じて、作業の中止、休憩時間の確保などが

できるよう余裕を持った作業計画をたてましょう。

□ 設備対策・休憩場所の
確保の検討

簡易な屋根の設置、通風または冷房設備や

ミストシャワーなどの設置、により、

暑さ指数を下げる方法を検討しましょう。

また、作業場所の近くに冷房を備えた

休憩場所や日陰などの涼しい休憩場所を

確保しましょう。

□ 服装などの検討 通気性のいい作業着を準備しておきましょう。身体を冷却

する機能を持つ服の着用も検討しましょう。

□ 教育研修の実施 熱中症の防止対策について、教育を行いましょう。

□ 熱中症予防管理者の選任及び
責任体制の確立

衛生管理者などを中心に、事業場としての管理体制を整え、
必要なら熱中症予防管理者の選任も行いましょう。

□ 緊急事態の措置の確認 体調不良時に搬送する病院や緊急時の対応について確認を
行い、周知しましょう。

令和３年５月～９月

職場における熱中症により、毎年約２0人が亡くなり、約1,000人が４日以上仕事を休んでいま

す。夏季を中心に「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」を展開し、職場での熱中症予防

に

取組みましょう！

【主唱】厚生労働省、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事

業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会、一般社団法人

全国警備業協会 【協賛】公益社団法人日本保安用品協会、一般社団法人日本電気計測器工業会 【後援】関係省庁（予定）農林

水産省、国土交通省、環境省

4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

事業場では、期間ごとに実施事項に重点的に取り組んでください。
確実に実施したかを確認し、□にチェックを入れましょう！

（R3.3）厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

― 熱中症予防対策の徹底を図ろう ―

STOP！熱中症

５/１ ９/30

重点取組期間

●実施期間：令和３年5月1日から9月30日まで（準備期間４月、重点取組期間７月）

準備期間

キャンペーン期間

準備期間（４月１日～４月30日）

70

迷わず救急車を
呼びましょう！



□ 暑さ指数を下げるため
の設備の設置

準備期間に検討した設備、休憩場所を
設置しましょう。
休憩場所には氷、冷たいおしぼり、
シャワー等や飲料水、塩飴などを設置しましょう。
準備期間に検討した通気性の良い服装なども
着用しましょう。

□ 休憩場所の整備

□ 通気性の良い服装など

□ 作業時間の短縮 暑さ指数が高いときは、単独作業を控え、暑さ死度に

応じて作業の中止、こまめに休憩をとるなどの工夫をしましょう。

□ 熱への順化 暑さに慣れるまでの間は十分に休憩を取り、
１週間程度かけて徐々に身体を慣らしましょう。

□ 水分・塩分の摂取 のどが渇いていなくても定期的に水分・塩分を取りましょう。

□ プレクーリング 休憩時間にも体温を下げる工夫をしましょう。

□ 健康診断結果に
基づく措置

①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、
⑤精神・神経関係の疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒、
⑧下痢などがあると熱中症にかかりやすくなります。
医師の意見をきいて人員配置を行いましょう。

□ 日常の健康管理
など

前日のお酒の飲みすぎはないか、寝不足ではないか、
当日は朝食をきちんと取ったか、管理者は確認
しましょう。熱中症の具体的症状について説明
し、早く気づくことができるようにしましょう。

□ 労働者の健康状態の確
認

作業中は管理者はもちろん、作業員同士お互いの健康状態を
よく確認しましょう。

重点取組期間（７月１日～７月31日）

WBGT指数計の例

□ WBGT値の把握
JIS 規格に適合した暑さ指数計で暑さ指数を測りましょう。

準備期間中に検討した事項を確実に実施するとともに、
測定した暑さ指数に応じて次の対策を取りましょう。

熱中症予防管理者は、暑さ指数を確認し、
巡視などにより、次の事項を確認しましょう。

STEP
1

STEP
2

□ 暑さ指数の低減対策は実施されているか

□ 各労働者が暑さに慣れているか

□ 各労働者は水分や塩分をきちんと取っているか

□ 各労働者の体調は問題ないか

□ 作業の中止や中断をさせなくてよいか

□ 異常時の措置
～少しでも異変を感じたら～

・いったん作業を離れる
・病院へ運ぶ、または救急車を呼ぶ
・病院へ運ぶまでは一人きりにしない

STEP
3

キャンペーン期間（５月１日～９月30日）

梅雨明け□ 暑さ指数の低減効果を改めて確認し、必要に応じ追加対策を行いましょう。

□ 特に梅雨明け直後は、暑さ指数に応じて、作業の中断、短縮、休憩時間の確保を徹底しましょう。

□ 水分、塩分を積極的に取りましょう。

□ 各自が、睡眠不足、体調不良、前日の飲みすぎに注意し、当日の朝食はきちんと取りましょう。

□ 期間中は熱中症のリスクが高まっていることを含め、重点的に教育を行いましょう。

□ 少しでも異常を認めたときは、ためらうことなく、すぐに救急車を呼びましょう。
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表
３

熱
中
症
の
症
状
と
分
類

注
危
険
、
厳
重
警
戒
等
の
分
類
は
、
日
常
生
活
の
上
で
の
基
準
で
あ
っ
て
、
労
働
の
場
に
お
け
る
熱
中

症
予
防
の
基
準
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

表
２
W
B
G
T
値
と
気
温
、
相
対
湿
度
と
の
関
係

日
本
生
気
象
学
会
「
日
常
生
活
に
お
け
る
熱
中
症
予
防
指
針
」
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このWEB診断は、事業場の労働条件や就労環境を診断するものです。

ゲストユーザーは42問(一般の設問の所要時間約15分)、登録ユーザーは

56問(一般の設問の所要時間約20分)にお答えいただきますと、労務管理

や安全衛生管理上の要点に関する、貴社の診断結果がレーダーチャートに

表示されます。レーダーチャートの形状や点数により、

改善すべき点や伸ばしていくべき点を容易に発見するこ

とができます。また、診断を通じて、労働基準法等関係

法令の基礎知識や遵守すべき事項、行うべき手続き、具

体的な届出方法等を身につけられます。



外国人労働者向け安全衛生視聴覚教材🆕ＮＥＷ

平成31年４月に出入国管理及び難民認定法の改正により在留資格「特定技能」の運用が開
始されたことに伴い、特定技能外国人が従事する業種ごとに日本語のほか10カ国語の安全
衛生教育用のテキスト及び視聴覚教材（動画）を作成いたしました。。

転倒・腰痛防止用視聴覚教材

転倒や腰痛は、第三次産業でも日常的に起こり得る災害です。働く皆様が日常的に転倒や
腰痛災害の防止を心がけられるよう、災害事例、防止対策をまとめております。職場での
安全衛生教育などにお役立てください。

外国人建設就労者向け安全衛生視聴覚教材【OSH videos for Foreign Workers】

中文（中国語）／Tiếng Việt（ベトナム語）／Bahasa Indonesia（インドネ
シア語）／English（英語）

建設現場で働く外国人労働者（外国人建設就労者等）の安全衛生教育に活用できるよう、
作業ごとの安全衛生対策のポイント（47作品）や代表的な労働災害事例（35作品）を動
画により視聴いただけます。日本語版は安全衛生ビデオをご覧ください。

見てわかる外国人労働者向け視聴覚教材

（独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所作成、2019年4月公開）

あらゆる国の方々に理解が進むよう非言語視聴覚教材となっています。この教材は、低層
住宅建築工事業の切傷災害、はさまれ巻き込まれ災害、墜落災害の防止を目的とするもの
です。

安全衛生ビデオ

安全衛生に関するビデオがご覧いただけます。（計１４６作品）

※「建設工事現場における作業ごとの安全衛生対策のポイントと代表的な労働災害事例」
を掲載[7月18日更新]

安全衛生ⅤＲ教材🆕ＮＥＷ

令和2年度の委託事業「外国人安全衛生管理支援事業」では、マンガ等を用いた理解しやす
い安全衛生教育教材を開発し、中小企業を含む事業場へ広く活用を呼びかけることで、外
国人労働者を含めたすべての労働者のための労働災害防止対策を推進しております。]

フルハーネス型墜落制止用器具PR動画

安全衛生関係リーフレット等一覧

労働災害のない職場づくりに向けた緊急対策

立川労働基準監督署
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教材・資料に関する情報を閲覧いただけます。

http://www.mhlw.go.jp/


立川労働基準監督署

（公社）東基連 立川労働基準協会支部

第９４回

全国安全週間
令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日 ～ ７ 日

令 和 ３ 年 ６ 月 １ 日 ～ ３ ０ 日

期 間

準備期間

http://www.mhlw.go.jp/

